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産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート 

下記1の書類について、別添のとおり提出します。 

記 

1 提出書類 

＜該当を選択＞ 

口産業廃棄物処理計画書（PDF ・く曹頭ー石一i「う＞ 

図産業廃棄物処理計画実施状況報告書（PDF ．奪類 2 音画） 

図特別管理産業廃棄物処理計画書（PDF ．く裏類 2 音i> 

図特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（PDF ・く暑類2 部ン 

2 提出者 

（住所） 〒 660一0822 

兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目2番1号 

（名称・代表者氏名） 

日鉄鋼板株式会社 西日本製造所 

常務執行役員 西日本製造所長 川口 靖隆 

3 対象事業場 

（所在地）〒 660一0822 

兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目2番1号 

（名称） 

日鉄鋼板株式会社 西日本製造所 

（事業場コード（6 桁）) 926014 

4 事業場データ 

（業種コード（4 桁）) 

2249 

（業種名） 

その他の表面処理鋼材製造業 

（フレーム：製造業は製品出荷額、その他は従業員数） 

45 万円→ ,576,293

5 ご担当者 

（所属） 

日鉄鋼板株式会社 西日本製造所 安全環境防災推進課 

（氏名） 

中川将洋 

（電話） 06-6487一 1702 (FAX) 06-6487-1705 

(E-mail) 

nakagawa. mkzj@niscs .nipponsteel. corn 

（その他事業所） 

本用紙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項で定める公表対象の様式では 

ありませんので、同法により公表することはありません。 

ただし、別添の様式はすべて公表されますので、別添の様式中に個人情報等を記載しないようご注意ください。 



様式第二号の八（第八条の四の五関係） 

（第1面） 

尼崎市長殿戸麗、＼ 
I 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12
その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

産業廃棄物処理計画書 

令和 5 年 6 月 30 日 

「 -z.屍；二「提出者 
、課幸 」1プ了房二 s”，ノ 

災遍夢7 住所 兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目2番1号 
[L々 口鉄鋼板株式会社 西日本製造所 
J_'. -ci 常務執行役員 西日本製造所長 川口 靖隆 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 06-6487-1702 

条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

事 業 場 の 名 称 日鉄鋼板株式会社 西日本製造所 

事 業 場 の 所 在 地 兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目2番1号 

計 画 期 間 令和4年4月1日から令和5年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事業の種類 2249 その他の表面処理鋼材製造業 

②事業の規模 製造品出荷額 45, 576, 293万円 

③従業員数 250人 
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別紙のとおり 

（日本産業規格 A列4番） 



（第2面） 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

（管理体制図） 

別紙のとおり 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 

別紙のとおり 

①現状 

排出量 t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 

排出量 
別紙のとおり 

t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

産業 廃棄物の分別に関す る事項 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

廃プラスチックの分別を行い、 
有価売却可能な物品は発生段階で分別している。 
また、その他の廃プラスチックは工場内に専用のゴミ箱を設け、 
他の廃棄物と混同しないようにしている。 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

廃プラスチックの分別を推進し、 
RPF としてリサイクルできる物品を発生段階で分別を行うようにす 
る。 



（第3面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 

①現状 

自ら再生利用を行った 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり 

t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし。 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 

自ら再生利用を行う 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり 

t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし。 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 

自ら熱回収を行った 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり 

t t 

自ら中間処理により減量した 
産業廃棄物の量 t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし。 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 

自ら熱回収を行う 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり t t 

自ら中間処理により減量する 
産業廃棄物の量 t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし。 



（第4面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 

①現状 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり 

t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし。 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

別紙のとおり 

t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし。 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 

全処理委託量 

別紙のとおり 

t t 

優良認定処理業者への 
処理委託量 t t 

再生利用業者への 
処理委託量 t t 

認定熱回収業者への 
処理委託量 t t 

認定熱回収業者以外の 
熱回収を行う業者への 
処理委託量 

t t 

（これまでに実施した取組） 

可能な限りRPF製造業者やその他の補助燃料材加工業者への排出を行 
い、排出廃棄物のリサイクルを推進している。 
また、圧縮してから運搬回数を削減するなど、環境負荷低減のための取 
り組みを行っている。 



（第5面） 

【目標】 

産業廃棄物の種類 

別紙のとおり 
全処理委託量 t t 

優良認定処理業者への 
処理委託量 t t 

再生利用業者への 
処理委託量 

t t 

認定熱回収業者への 
処理委託量 t t 

認定熱回収業者以外の 
熱回収を行う業者への 
処理委託量 

t t 

（今後実施する予定の取組） 

各種廃棄物の再資源化を推進していく。 

※事務処理欄 



（第6面） 
備考 

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。 

2 当該年度の6月30日までに提出すること。 

請 

じ 

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ 
と。 

(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
(2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元 

完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応 

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 
(3) ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する 

ま 
での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ 

と。 

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中 
間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間 
処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量 
を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 
令第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収 
施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者）であ 
る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ 
の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと 
おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の 
種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入 
すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき 
は、 「一」を記入すること。 

7 ※欄は記入しないこと。 



別紙 

1．当該事業場において現に行っている事業に関する事項 
(1） 産業廃棄物の一連の処理のエ程 

排水処理工程 

i 
t 油水分離処理 ＞ ②廃油 

生産工程 

4 
排水処理 

I 
＞ ①汚泥 

原料（冷延鋼板） 

場内 
⑦ガラス及び陶磁器くす 
⑧金属くず 
⑩蛍光灯 
⑩廃電池類 

→

→

→

→

→

 

めっきエ程 
、②廃油 ③廃酸 ④廃アルカリ 
(2）ガラス及び陶磁器くず 

l →
 

L

＞②廃油 ③廃酸 ④廃アルカリ 

⑨ばいじん 

塗装工程 

l →
 梱包 ＞⑤廃プラスチック類 ⑥木くず 

産業j発棄！1勿C冴重ま頁 叫コ階1タTL理 最糸冬タILラテ 

（① 

シ看j尼 

乾；燥 士里立：タ！］ごラテ 
車乞燥 ・セフにノト」京米斗とし－て貝反デ己 

止尭去ロ 土里立二処ラう、 
造」f立I査H匕 路盤オオ等に二再生 

Elコ禾口 土里立：タ凸ラテ 

② 」堯油 
」然」f斗イ匕 ネ甫且力」然米斗として二販売 

；由フ」くラテ高佳 分高隹後、」然半斗として再：禾リ月月 

止尭去ロ ！よ尭去ロ残j査は土里立二タILラテ 

（③ 

j売プラスヲニ、ソク塗頁 

選男lj －石皮宿！ご RR Fとして湖反デ己 

破砕 RR Fとして湖反デ己 

再生J京米斗として狽反売 

（④） 

」売酸 
Elコ禾口－月見フ」く 月兇 残j査は：t里立二タ！］ごラテ 

止尭去ロ ！上尭去ロ残j査は埋立：タ凸ラテ 

（⑤ 

j亮フプノレ力－J 
Elコ禾口－月兇7」く 月党フk残j査は土里立：タ凸ラう、 

止尭去ロ 止尭去ロ残j査は土里立：タ匹ラか 

⑥ オこくず 石皮宿！ど RPFとして唄反デ己．チ－ップ木オとして二再生 

⑦ 
ガラス及ひこ 

β雀］石茲暑尋くず 

石皮宿！ど 原米斗イ匕，残渣は士里立：タILラう、 

」王縮 土里立二タ凸ラテ 

（⑧ 

金J罵＜づ＝ 

」王糸宿 鉄金岡J京米斗として二再生 

素1オ再生 素Iオとして再生 
石皮宿1 鉄金岡J京米斗として二再：生 

⑨ ばし、じ人ノ 土：里立二処ラか 

⑩） 

蛍うそよ丁 石皮宿” 金失釘岳lJ京料として二再：生 

dl) 」売電う也類 破砕 金失釘岳］J京米斗として再：生 

2.産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 
(1） 組織図 

西日本製造所 

尼崎業務部 

尼崎製造部 

~ 

安全環境防災推進課 

尼崎品質管理部 

I 

設備管理課 

産業廃棄物管理部門 

＊ 各責任者 

管理責任者 選任者 

統括者（公書防止統括者） 西日本製造所長 

産業廃棄物処理責任者 安全環境防災推進課長 

産業廃棄物中間処理施設技術管理者 安全環境防災推進言果 部員 

特別管理産業廃棄物管理責任者 安全環境防災推進課 部員 



(2） 分担 
①安全環境防災推進課 

・産業廃棄物減量計画（含：有価物化）の立案。 
・行政への報告。 
・規程類の整備・管理。 
・エ場内他部門への指導監督。 
・処理委託業者の選定および産業廃棄物処理委託契約等手続き。 
・処理委託業者への廃棄物の引渡し。 
・処理業者の現地確認（適正処理の確認）。 

②その他部署 
・部署内の発生産業廃棄物の発生量削減、分別。 
・発生産業廃棄物の場内保管場所への運搬。 
・部署内勤務員への分別方法等の徹底。 

3.産業廃棄物の抑制に関する事項 
(1） 現状 前年度（令和4年度）実績 

麟麟加顧 汚泥 融 廃プラスチック謡 離 廃ア励リ 木〈ず 
力’うス及び 
陶磁器〈ず 

鋸〈ず 蛍光灯 競瀕 紙〈ず 燃え殻 ばいじん 

排出量 翻6.9t 83.3t 12,4t 瞭 16.at 
5 .5t 1

4
.

0

 

暗 oat 
0 'at 眼 

(2） 計画 目標 

藤鹸伽麟 汚泥 麟 廃プラスチック頗 離 廃アルカリ 木〈ず 
力‘うス及び 
陶磁器〈ず 

鋸〈ず 蛍光灯 競糠 紙〈ず 燃え殼 ばいじん 

排出量 翻鰍 83.3t 12女 8 .4t 16at 
5 .5t 離

 
略 0at oat a.at 

4.自ら行う産業廃棄物の再生利用こ関する事項 
(1） 現状 前年度（令和4年度）実績 

麟麟物顧 汚泥 齢 廃プラスチック奪 離 廃アルカリ 木〈ず 
豚加 
陶磁器〈ず 

鋸〈ず 蛍光灯 競糠 紙〈ず 燃え殻 ばいじん 

自ら再生利用を 
伽糧 

叩t 晩 鰍 叩t 唯 叩t o .at 唯
 

鰍 叩t 瞳 oat 唯 

'2） 計画 目標 

圧競勅の顧 汚泥 瀧 齢 齢 廃ブラスチック寺 離 蔚励リ 木〈ず 
的ス及び 
陶磁器〈ず 

鋸〈ず 蛍光灯 競瀬 紙〈ず 燃え殻 ばいじん 

自ら再生利用を 
行った量 

しat 叩t 喰 aat 唯 o .ot 0胱 鰍 鰍 叩t 0 'at 叩t 鰍 

5.自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 
(1） 現状 前年度（令和4年度）実績 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 劇ラスチック類 廃酸 齢励リ 木〈ず 
的ス及び 
陶磁器〈ず 

鋸〈ず 蛍光灯 廃電池類 紙〈ず 燃え殻 ばいじん 

自ら熱回慌 
行った量 

oat 0.ot 0批 a.at 0.0 叩t 0,ot 0ot aat 0.0 0.ot o.at 0at 

自ら中間処理により 
減量した量 

23527t 351a0.0t 0仇 叩t 0,0 叩t 0.0 0ot 0at aat 0仇 叩t 0.0 

(2） 計画 目標 

麟麟伽顧 汚泥 離 廃プラスチック舞 廃酸 齢励リ 木〈ず 
力’うス及び 
陶磁器〈ず 

鋸〈ず 蛍光灯 廃電池類 紙〈ず 燃え殻 ばいじん 

自ら熱回収を 
伽糧 

0.at 0.ot 0at 0止 0,0 0.ot 0.0 a.ot 0血 0.ot 0'at 0.0 aat 

自ら中間処理により 
減量し糧 

2352.lt 35100,0t 0,0 0at aat 0at aat 0.ot 0.0 叩t 0at 0仇 0at 



6 .自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

(1） 現状 前年度（令和4年度）実績 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃力スチック奪 廃酸 廃アルかJ 木〈ず 
筋ス及び 
陶磁器〈ず 

金属〈ず 蛍光灯 廃電池類 紙くず 燃え殼 ばいじん 

自ら埋立処分又は 
海洋投入処分を 

行った量 
o.Ot o.ot o.ot 0ot o.ot 0Ut o批 0ot 0Ut 叩t aUt 0.ot o.α 

(2） 計画 目標 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃力スチック奪 廃酸 廃アルか」 木〈ず 
筋ス及び 
陶磁器くず 金属〈ず 蛍光灯 廃電池類 紙〈ず 燃え殻 ばいじん 

自ら埋立処分又は 
海洋投入処分を 

行った量 
00t O.Ot O.Ot 叩t o仇 0α cα 叩t o.ot o.ot 0血 叩t 0脱 

7．産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

(1） 現状 前年度（令和4年度）実績 

鹸麟物願 汚泥 廃油 廃プラスチック舞 離 廃アルカリ 木〈ず 
がうス及び 
陶儀苦〈ず 

鋸〈ず 蛍光灯 廃電池頚 紙〈ず 燃え殻 ばいじん 

銀騒騒 徽
 

lUt 識
 

12．叱 睡
 

16.Ut 55t 峨
 

晩
 

U.Ut 仇
 

U.Ut 
U

.

U

t

 

融歌媛韓者へ 

映騒糧 
徽
 

6Ut 概
 

12.4t 84t 16.Ut 5 .5t 唸
 

U.Ut aUt 0.Ut 
U

.

O

t

 

再生利用業者への 
処理委糧 

灘
 

Ut
 

晩
 

U .Ut 叩t 16at U .Ut 14.6t 晩
 

U.Ut 0.Ut 
U

.

U

t

 

翫細蝶都の 
処理委託量 Ut

 

a
t
 

a
t
 

Ut Ut
 

a
t
 

Ut Ut Ut Ut
 Ut Ut Ut

認定熱触緒勝 

の熱回収を行う業者へ 
映理委託量 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

Ut
 

(2） 計画 目標 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃プラスチック類 廃酸 廃アルカリ 木〈ず 
力‘うス及び 
陶磁器〈ず 

金属〈ず 蛍光灯 廃電池類 紙〈ず 燃え殻 ばいじん 

全処理委託量 243t lOt 83t 12素 8.4t 16批 5量 14.6t Ut
 0Ut U.Ut C.Ut 

優良認定胆事業者へ 
の処理委託量 

243t 6Ut 呪t 12.4t 8.4t 16批 5.5t 11鼠 0it U.Ot 0Ut 0.Ut OUt 

再生利用業者への 
処理委託量 灘

 
Ut 54t U.Ut U.Ut 16仇 0.Ut 且6t U.2t 0仇 0α 0Ut 

認定熱回収業者への 
処理委託量 

Ut Ut Ut Ut Ut 0Ut Ut Ut U.Ut 0.Ut U.Ut 0批 U.Ut 

認定熱回収業者以外 
の熱回収桁う業者へ 

の処理委託量 
Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut C.Ut 0仇 U.Ut U.Ut 叩t 


